
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

２ 私立認定こども園の内容変更届出の手続 

 私立認定こども園の内容を変更しようとする者は、法第２９条第１項及び府省令第２８条第１号

の規定により、変更届に次に掲げる書類を添付し、区市町村が指定する日までに当該区市町村長に

提出すること。当該変更に係る施設が、保育所、幼稚園、認証保育所の場合は、当該施設について

の認可、指導監督等の権限を有する行政庁から当該施設に係る内容変更の届出を受理したことを確

認する書類が交付される場合にはその書類（写し）を添付すること。 

 なお、認定こども園を構成する幼稚園の設置者と保育機能施設の設置者とが異なる場合は、これ

らの者が共同して届出すること。 

 変更届を受理した区市町村長は、内容について審査を行い、適当と認めた場合には、次に掲げる

書類とともに、原則として変更を予定する日（定員の変更については、園児募集要項を配布する日）

の２０日前、分園を設置、廃止又は休止する場合は、変更を予定する日が属する月の２か月前の月

の初日（当該日が閉庁日の場合は直前の開庁日）、までに知事に提出すること。 

（１）設置者の名称の変更（個人の場合の氏名変更を含む。） 

ア 施設概要（変更箇所のみ記入すること。） 

イ 印鑑証明（事後提出。幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設であって、当該幼稚園

の設置者と異なる設置者が設置する施設の場合に限る。） 

（２）設置者の代表者の変更（法人の場合に限る。） 

ア 施設概要（第１号様式）（変更箇所のみ記入すること。） 

イ 代表者の履歴書 

ウ 印鑑証明（事後提出。幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設であって、当該幼稚園

の設置者と異なる設置者が設置する施設の場合に限る。） 

（３）設置者の住所（法人の場合は所在地）の変更 

ア 施設概要（第１号様式）（変更箇所のみ記入すること。） 

イ 印鑑証明（事後提出。幼稚園型認定こども園を構成する保育機能施設であって、当該幼稚園

の設置者と異なる設置者が設置する施設の場合に限る。） 

（４）認定こども園及び認定こども園を構成する施設の名称の変更 

   施設概要（第１号様式）（変更箇所のみ記入すること。） 

（５）認定こども園を構成する施設の所在地（住所）の表示の変更 

ア 施設概要（第１号様式）（変更箇所のみ記入すること。） 

イ 区市町村から発行される住居表示変更の通知 

（６）移転又は改築等による建物の規模、構造及び設備（保育室、遊戯室、乳児室、ほふく室等の設

置位置等）並びに屋外遊戯場等の変更 

ア 設置者が提出するもの 

（ア）施設概要（第１号様式）（変更箇所のみ記入すること。） 

（イ）建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の状況（第４号様式）（建物のみの変更の場

合は「１建物」のみ、屋外遊戯場等のみの変更の場合は「２屋外遊戯場等」のみを記入する

こと。） 

（ウ）施設の案内図（（最寄駅からの経路等、周辺環境が分かるもの）（移転の場合のみ） 

（エ）建物の変更前後の配置図及び平面図 

（オ）保育機能施設の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図（東京都認証保育所を除

く保育機能施設に限る。） 

（カ）移転、改築等に係る建物の建築確認済証の写し（当該書類の提出が困難な場合は台帳記載

事項証明書）（東京都認証保育所を除く保育機能施設における建物に係る変更の場合に限る。） 

東京都認定こども園事務取扱要綱（抜粋） 

認定こども園変更事項届出書

（規則別記第７号様式）のこと

です。 

市から都へ提出するのが変更の２０日前ま

でなので、園から市へは１ヵ月前までにご

提出ください。 

期日までに都へ提出できない場合は、遅延

理由書の添付が必要になります。 

 

＜届出の流れ＞ 

園 → 市 → 都 



（キ）移転、改築等に係る建物の検査済証の写し（当該書類の提出が困難な場合は台帳記載事項

証明書）（東京都認証保育所を除く保育機能施設における建物に係る変更の場合に限る。） 

検査済証の交付を受けていない場合は、次の aから cまでのいずれかを提出すること。 

a 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した

文書 

b 建築基準法第１２条第５項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規

定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書 

c 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合している

ことを区市町村長が確認した文書 

（ク）建物及び土地の登記事項証明書又は使用の権利を証する書類（賃貸借契約書等）の写し（東

京都認証保育所を除く保育機能施設の土地及び建物に係る変更の場合に限る。） 

（ケ）細目８（３）に基づき実施した「室内化学物質対策実施基準」測定結果（厚生労働省が定

める指針値以下であることが分かるものであること。）（東京都認証保育所を除く保育機能施

設に限る。） 

（コ）火災予防条例第５６条の２に基づく届出により消防署から通知される「検査結果通知書」

の写し（認証保育所を除く保育機能施設が移転した場合に限る。） 

（サ）細目８（４）イに規定される建築物にあっては、当該事実を客観的に証明できる書類（東

京都認証保育所を除く保育機能施設が移転した場合に限る。） 

（シ）保育室等を２階以上に設置する場合は、一級建築士による規則第７条を満たしていること

を証する書類（認証保育所を除く保育機能施設に限る。） 

イ 区市町村長が提出するもの 

（ア）認定こども園に係る区市町村意見書（第８号様式） 

（イ）調査書（第９号様式）第１片及び第２片 

（７）定員（認定こども園の総定員、幼稚園及び保育所等の定員並びに保育を必要とする子供及びそ

れ以外の子供の受入枠、年齢区分及び学級編制）の変更 

ア 設置者が提出するもの 

（ア）施設概要（第１号様式）（変更箇所のみ記入すること。） 

（イ）職員の構成（第２号様式） 

イ 区市町村長が提出するもの 

（ア）保育所入所状況（第７号様式）（保育所型認定こども園に限る。） 

（イ）認定こども園に係る区市町村意見書（第８号様式） 

（ウ）調査書（第９号様式） 

（８）認定こども園の長の変更 

ア 設置者が提出するもの 

（ア）施設概要（第１号様式）（変更箇所のみ記入すること。） 

（イ）認定こども園の長の履歴書 

イ 区市町村長が提出するもの 

  認定こども園に係る区市町村意見書（第８号様式） 

（９）教育及び保育の内容等又は子育て支援事業の計画の変更 

ア 設置者が提出するもの 

（ア）施設概要（第１号様式）（変更箇所のみ記入すること。） 

（イ）子育て支援事業の計画（第６号様式）（子育て支援事業の計画の変更の場合に限る。） 

イ 区市町村長が提出するもの 

認定こども園に係る区市町村意見書（第８号様式） 

（１０）食事の提供形態等の変更 



ア 設置者が提出するもの 

（ア）職員の構成（別紙第２号様式・第１片）（業務委託及び外部搬入から設置者が自ら調理する

ことに変更した場合） 

（イ）調理業務委託契約書の写し（新たに委託を開始する場合） 

（ウ）外部搬入に係る契約書の写し（新たに外部搬入を開始する場合） 

イ 区市町村長が提出するもの 

認定こども園に係る区市町村意見書（第８号様式） 

（１１）認定こども園の保護者負担金の変更 

ア 設置者が提出するもの 

（ア）施設概要（第１号様式）（変更箇所のみ記入すること。） 

（イ）改定前後の運営規程 

イ 区市町村長が提出するもの 

  認定こども園に係る区市町村意見書（第８号様式） 

（１２）分園の設置 

ア 設置者が提出するもの 

（ア）施設概要（第１号様式） 

（イ）職員の構成（第２号様式）みなし職員については、「資格特例を受ける職員の念書及び施設

長による証明」（第３号様式）を添付すること。 

   なお、みなし職員は認定こども園の認定申請時に本様式に記載されていた者のみ認められ

る。 

（ウ）職員の履歴書（職員の構成（第２号様式）に記載した職員全員のもの） 

（エ）幼稚園教諭免許状・保育士証等の資格証明書（見込証明書）の写し 

（オ）所定労働時間の明記された非常勤職員雇用通知書の写し（保育従事職員に限る。） 

（カ）調理業務を第三者に委託して食事の提供を行う場合 

   調理業務を第三者に委託して食事の提供を行う場合には、調理業務委託契約書の写し、外

部搬入方式により食事の提供を行う場合には、外部搬入に係る契約書の写し。 

（キ）建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の状況（第４号様式）（全体、本園及び分園

ごとに作成すること。） 

（ク）施設（分園）の案内図（本園との位置関係が分かるもの） 

（ケ）建物の配置図及び平面図（分園） 

（コ）保育機能施設の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図（東京都認証保育所を除

く保育機能施設に限る。） 

（サ）建物の新築及び増築時並びに用途変更後の建築確認済証の写し（当該書類の提出が困難な

場合は台帳記載事項証明書）（東京都認証保育所を除く保育機能施設に限る。） 

（シ）建築検査済証の写し（当該書類の提出が困難な場合は台帳記載事項証明書）（東京都認証保

育所を除く保育機能施設に限る。） 

検査済証の交付を受けていない既存建物を活用する際は、次の aから cまでのいずれか

を提出すること。 

a 建築当時の建築基準関係規定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が証明した

文書 

b 建築基準法第１２条第５項の規定に基づく報告等に基づき、建築当時の建築基準関係規

定に適合していることを特定行政庁又は建築主事が確認した文書 

c 建築基準法適合状況調査報告書等により、建築当時の建築基準関係規定に適合している

ことを区市町村長が確認した文書 

（ス）建物及び土地の登記事項証明書又は使用の権利を証する書類（賃貸借契約書等）の写し（東



京都認証保育所を除く保育機能施設に限る。） 

（セ）細目８（３）に規定する「室内化学物質対策実施基準」に基づき実施した測定結果（東京

都認証保育所を除く保育機能施設に限る。） 

（ソ）火災予防条例第５６条の２に基づく届出により消防署から通知される「検査結果通知書」

の写し（認証保育所を除く保育機能施設が移転した場合に限る。） 

（タ）細目８（４）イに規定される建築物にあっては、当該事実を客観的に証明できる書類（東

京都認証保育所を除く保育機能施設に限る。） 

（チ）保育室等を２階以上に設置する場合は、一級建築士による規則第７条を満たしていること

を証する書類（認証保育所を除く保育機能施設に限る。） 

イ 区市町村長が提出するもの 

（ア）保育所入所状況（第７号様式）（保育所型認定こども園に限る。） 

（イ）認定こども園に係る区市町村意見書（第８号様式） 

（ウ）調査書（第９号様式） 

（１３）分園の廃止又は休止 

ア 設置者が提出するもの 

（ア）施設概要（第１号様式） 

（イ）建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の状況（第４号様式） 

（ウ）分園廃止又は休止後の職員の処遇 

（エ）入所している子どもの具体的な受入計画 

イ 区市町村長が提出するもの 

（ア）認定こども園に係る区市町村意見書（第８号様式） 

（イ）調査書（第９号様式） 

（１４）その他の施設概要（第１号様式）に係る重要な事項（開所日、開所時間等）の変更 

ア 設置者が提出するもの 

（ア）施設概要（第１号様式）（変更箇所のみ記入すること。） 

（イ）変更前後の内容が分かる書類（園児募集要項又は重要事項説明書） 

イ 区市町村長が提出するもの 

  認定こども園に係る区市町村意見書（第８号様式） 

 

 



第7号様式(第5条関係) 

認定こども園変更事項届出書 

 

年  月  日  

 東京都知事 殿 

 

 

     設置者 住所 東京都町田市○○ 

氏名 学校法人○○ 

理事長 ○○ ○○  印 

 

認定こども園の名称                

認定こども園を構成する施設の名称・所在地     

           (名称)認定こども園 ○○幼稚園 

        (所在地)東京都町田市○○ 

(名称) ○○幼稚園 

(所在地) 東京都町田市○○ 

 

 

 

 

     年  月  日    第   号により認定を受けた施設について、次のと

おり変更するので就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律第29条第1項の規定により届け出ます。 

 

1 変更する事項 

 

 

 

2 変更内容 

 変更前 

 

 変更後 

 

 

3 変更の理由 

 

 

4 変更の時期 

  ○○年○月○日 

(日本産業規格A列4番)  

変更する時期を記載してください。 

変更の理由を記載してください。 

変更前後の内容を記載してください。 

書ききれない場合などは、「別紙のとおり」

でも大丈夫です。 

変更する事項を記載してください。 

・『事務取扱要綱』に記載されている項目名で 

記載してください。 

・複数の変更を同時に行うことも可能です。 

東京都の認定の日付・文書番号

を記載してください。 

実際に届出を提出する日付

にしてください。 

（空欄でも構いません。） 

 

登記所登録の理事長印

で押印してください。 

認定こども園の名称を

記載してください。 

幼稚園の名称を記載

してください。 



 

 

第7号様式(第5条関係) 

認定こども園変更事項届出書 

 

年  月  日  

 東京都知事 殿 

 

 

     設置者 住所 東京都町田市○○ 

氏名 学校法人○○ 

理事長 ○○ ○○  印 

 

認定こども園の名称                

認定こども園を構成する施設の名称・所在地     

           (名称)認定こども園 ○○幼稚園 

        (所在地)東京都町田市○○ 

(名称) ○○幼稚園 

(所在地) 東京都町田市○○ 

 

 

 

 

     年  月  日    第   号により認定を受けた施設について、次のと

おり変更するので就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律第29条第1項の規定により届け出ます。 

 

1 変更する事項 

  定員 

 

2 変更内容 

 変更前   １号児 ３歳児○名 ４歳児○名 ５歳児○名 

２号児 ３歳児○名 ４歳児○名 ５歳児○名 

合計 ○○名 

 変更後     １号児 ３歳児○名 ４歳児○名 ５歳児○名 

        ２号児 ３歳児○名 ４歳児○名 ５歳児○名 

        合計 ○○名 

 

3 変更の理由 

  【例】１号児と２号児の定員を現状に合わせるため 

 

4 変更の時期 

  【例】○○年４月１日 

(日本産業規格A列4番)  

定員変更の場合、１号児・２号児ともに

各学年の定員を記載してください。 

【例】定員変更（認定上の定員）の場合 



第１号様式

1 施設の住所等

平成 年 月 日

〒

（電話）

線 駅 バス・徒歩 分

　　　　http://

〒

（電話）

線 駅 バス・徒歩 分

　　　　http://

2 定員の年齢別内訳

０歳 １歳 ２歳 満３歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計

小計(B)

保育機能施設

幼稚園

保育所

保育所

認 定 こ ど も 園 の 名 称

認定こども園の長の氏名

名称及び代表者氏名

住 所 又 は 所 在 地

ホームページアドレス

設
置
者

開 設 年 月 日

施 設 所 在 地

最 寄 り 駅

（ファクシミリ）

開 所 時 間

開所時間のうちの共通利用時間

認定こども園　施設概要

（ファクシミリ）

幼稚園

小計(A)

幼

稚

園

施 設 の 名 称

設 置 者

保

育

所

又

は

保

育

機

能

施

設

施 設 の 名 称

 （公設民営の場合は運営主体）

開 所 時 間 　　　　　　　　　時　　　　　　分　　　～　　　　　　　時　　　　　分

開所時間のうちの共通利用時間 　　　　　　　　　時　　　　　　分　　　～　　　　　　　時　　　　　分

休 園 日
保育を必要とする子ども

上 記 以 外 の 子 ど も

施 設 所 在 地

ホームページアドレス

園 長 の 氏 名

開 所 時 間

開 所 時 間
　　　　　　　　　時　　　　　　分　　　～　　　　　　　時　　　　　分

　　　　　　　　　時　　　　　　分　　　～　　　　　　　時　　　　　分

保育が必要な子ども

上記以外の子ども

合計（A＋B）

学　　級　　数

保育機能施設

休 園 日
保育を必要とする子ども

上 記 以 外 の 子 ど も

最 寄 り 駅

ホームページアドレス

施 設 長 の 氏 名

設 置

幼稚園型認定こども園のうち、

年齢区分型（３号児がいる園）の場合は

記載してください。

＜注意事項＞

①この様式に記載する事項に変更がない場合は、提出不要です。

②変更する箇所と認定こども園の名称のみを記載してください。

２号児の定員はここへ

入力してください。

１号児の定員はここへ

入力してください。

３号児の定員はここへ

入力してください。
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４月 10月

５月 11月

６月 12月

７月 １月

８月 ２月

９月 ３月

教育・保育概要

時間
帯

３号認定子ども 活動場所 ２号認定子ども

認定こども園として目指す
目標 ・ 理 念 ・ 運 営 方針

活動場所活動場所 １号認定子ども

1
年
の
流
れ
・
行
事
内
容

1 日 の 流 れ



第２号様式 （第１片）

１　職員の構成

区分 時間数

1
認定こども園

の長
常 ・ 他 月・週・日

2 施設長 常 ・ 他 月・週・日

3 保育従事職員 常 ・ 他 月・週・日

4 常 ・ 他 月・週・日

5 常 ・ 他 月・週・日

6 常 ・ 他 月・週・日

7 常 ・ 他 月・週・日

8 常 ・ 他 月・週・日

9 常 ・ 他 月・週・日

10 常 ・ 他 月・週・日

11 常 ・ 他 月・週・日

12 常 ・ 他 月・週・日

13 常 ・ 他 月・週・日

14 常 ・ 他 月・週・日

15 常 ・ 他 月・週・日

16 常 ・ 他 月・週・日

17 常 ・ 他 月・週・日

18 常 ・ 他 月・週・日

19 調理員 常 ・ 他 月・週・日

20
その他

(事務等)
常 ・ 他 月・週・日

21 常 ・ 他 月・週・日

22 園医 常 ・ 他 月・週・日

23 歯科医 常 ・ 他 月・週・日

24 薬剤師 常 ・ 他 月・週・日

注１)　有資格者について、保有する資格に○を付けること。また、保健師、助産師、看護師等の資

　　格を有する場合は、（　　　）内に具体的に記入すること。

注２)　みなし職員については、○を記入すること。その場合、「資格特例を受ける職員の念書及び

　　施設長による証明」(第３号様式)を添付すること。

注３） 複数の施設で構成する場合並びに保育所及び地方裁量型認定こども園であって分園を設

   　置する場合、本様式は施設ごとに作成すること。

資格
特例
(注２)

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　歯科医師　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　薬剤師　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　医師　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園教諭　　・　　保育士
その他（　　　　　　　　　　　）

幼稚園 保育所等 分園

職名 氏名 年齢
常勤・その

他の別

所定労働時間 資格の種別
（注1）

※該当するものを○で囲んでください。

＜注意事項＞

■幼稚園型（単独型）の場合

・右上の施設種別は『幼稚園』に○を付けてください。

・施設長と認定こども園の長を兼任している場合でも、

両方とも記載をしてください。

（セルの結合等は行わないでください。）

■幼稚園型（年齢区分型）の場合

・１・２号児担当の先生と３号児担当の先生で用紙を

分けてください。

・１・２号児担当の先生の分は、右上の施設種別の

『幼稚園』に○を付け、３号児担当の先生の分は

『保育所等』に○を付けてください。

・長については、１・２号児担当の先生の分の用紙に

『施設長』、３号児担当の先生の分の用紙に

『認定こども園の長』を記載してください。

・園医・歯科医・薬剤師の方は、１・２号児担当の

先生の分の用紙に記載してください。

園医・歯科医・薬剤師の方は、

この部分は入力不要です。
園医・歯科医・薬剤師の方は、

このように入力してください。



（第２片）

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士
幼
稚

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

常　勤 幼稚園教諭

その他 保育士

21

22

23

24

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

２　職員の勤務体制

職名
勤務
形態

資格の
有無

勤　務　時　間　帯 勤務
時間7時 8時 19時

分園幼稚園 保育所等

21時 22時20時15時 16時 17時 18時9時 10時 11時 12時 13時 14時

認定こども園
の長

施設長

保育従事
職員

※認定こども園を構成する施設が東京都認証保育所の場合は、正規・その他の別を記入すること。

※該当するものを○で囲んでください。

＜注意事項＞

■幼稚園型（単独型）の場合

・右上の施設種別は『幼稚園』に○を付けてください。

・施設長と認定こども園の長を兼任している場合でも、

両方とも記載をしてください。

（セルの結合等は行わないでください。）

■幼稚園型（年齢区分型）の場合

・１・２号児担当の先生と３号児担当の先生で用紙を

分けてください。

・１・２号児担当の先生の分は、右上の施設種別の

『幼稚園』に○を付け、３号児担当の先生の分は

『保育所等』に○を付けてください。

・長については、１・２号児担当の先生の分の用紙に

『施設長』、３号児担当の先生の分の用紙に

『認定こども園の長』を記載してください。

■共通

・第１片と合わせてください。

・開所時間中は、有資格者２名の配置が必要です。

・園医・歯科医・薬剤師の方は、勤務時間の記載は

不要です。



第４号様式

１　建物

造 階

造 階

造 階

室 室 室 室 室

（再掲）子育て支援スペース

（再掲）一時保育室

（再掲）子育て支援スペース

（再掲）一時保育室

（再掲）子育て支援スペース

（再掲）一時保育室

２　屋外遊戯場等

㎡

㎡

㎡

注） 複数の施設で構成する場合並びに保育所及び地方裁量型認定こども園であって分園を設置する場合、

全体の合計を記入したもののほか、施設ごと作成すること。

廊下・その他

建物の規模、構造及び設備並びに屋外遊戯場等の状況

保育所等
 　造

階建のうち　階

便　　　所

保育士室

事　務　室

調　乳　室

保
　
育
　
所
　
等

乳児室・ほふく室

保育室・遊戯室

調　理　室

沐　浴　室

医　務　室

㎡㎡

廊下・その他

職　員　室

計
㎡

便　　　所

保　健　室

便　　　所

保育士室

廊下・その他

変更前

沐　浴　室

合　計

保
育
所
等
分
園

調　乳　室

調　理　室

乳児室・ほふく室

事　務　室

医　務　室

保育室・遊戯室

保育所等分園

㎡

 　造
階建のうち　階

 　造
階建のうち　階

変更前

階建のうち

階建のうち

階建のうち

２階１階

合　計

自　　園　　内

場所

屋外遊戯場の代替場所

備　考

幼
　
稚
　
園

遊　戯　室

給食施設

保　育　室

計

区　分 認定申請時及び変更後

構
造

幼  稚  園

備　考

㎡

㎡

認定申請時及び
変更後

㎡

㎡

プルダウンになっていますので、

該当するものを選択してください。

＜注意事項＞

①共用部分がある場合には、備考欄に記載してください。

②『便所』の欄には、子ども用トイレの面積を計上

してください。

大人用トイレは、『その他』に計上してください。

③棟が分かれている場合は、棟ごとに１枚ずつ作成し、

さらに合計分も１枚作成してください。

余白部分に棟の名称や“合計”と記載してください。

（作成枚数＝棟数分＋合計分）

※建物の変更の場合は、建物のみ、

屋外遊戯場の変更の場合は、屋外

遊戯場のみの記載で大丈夫です。

幼稚園型認定こども園のうち、

年齢区分型（３号児がいる園）の場合は

記載してください。
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